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8 診療録及び診療諸記録を外部に保存する際の基準 

 

診療録等の保存場所に関する基準は、2 つの場合に分けて提示されている。ひとつは電子

媒体により外部保存を行う場合で、もうひとつは紙媒体のままで外部保存を行う場合であ

る。さらに電子媒体の場合、電気通信回線（以降ネットワーク）を通じて外部保存を行う

場合が特に規定されていることから、実際には次の 3 つに分けて考える必要がある。 

 

（1） 電子媒体による外部保存をネットワークを通じて行う場合 

（2） 電子媒体による外部保存を磁気テープ、CD-R、DVD-R 等の可搬媒体で行う場合 

（3） 紙やフィルム等の媒体で外部保存を行う場合 

 

8.1 電子媒体による外部保存をネットワークを通じて行う場合 

現在の技術を十分活用しかつ注意深く運用すれば、ネットワークを通じて、診療録等を

医療機関等の外部に保存することが可能である。診療録等の外部保存を受託する事業者が、

真正性を確保し、安全管理を適切に行うことにより、外部保存を委託する医療機関等の経

費節減やセキュリティ上の運用が容易になる可能性がある。 

ネットワークを通じて外部保存を行う方法は利点が多いが、セキュリティや通信技術及

びその運用方法に十分な注意が必要で、情報の漏えいや診療に差し支えるような事故が発

生し社会的な不信を招いた場合は結果的に医療の情報化を後退させ、ひいては国民の利益

に反することになりかねないため慎重かつ着実に進めるべきである。 

従って、ネットワークを経由して診療録等を電子媒体によって外部機関に保存する場合

は安全管理に関して医療機関等が主体的に責任を負い適切に推進することが求められる。 

 

8.1.1 電子保存の 3 基準の遵守 

3 基準の記載については、「7.1 真正性の確保について」、「7.2 見読性の確保について」、

「7.3 保存性の確保について」にそれぞれ統合したので、そちらを参照されたい。 


